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第１　調査の概要

　　１　調査の目的

　　　　  この調査は、統計法に基づく指定統計（指定統計第７号）であって、雇用、給与及び労働時間について

　　　毎月の変動を明らかにすることを目的としている。

　　２　調査の対象

　　　  日本標準産業分類（平成１4年総務省告示第139号）に定める鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供

　　　給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、飲食店, 宿泊業、医療,福祉、

　　　教育,学習支援業、複合サービス事業及びサービス業（（他に分類されないもの）その他の生活関連サー

       ビス業のうち家事サービス業及び外国公務を除く。）　に属し、常時５人以上の常用労働者を雇用する県

　　　内の全事業所の中から、産業及び規模ごとに無作為に抽出し厚生労働大臣が指定した約６００事業所に

　　　ついて調査を行っている。

　　３　調査期間

　　　　 調査期間は１か月を単位としており、調査期日は毎月末現在（給与締切日の定めがある場合には､毎月

　　　最終給与日現在）としている。

　　４　調査の方法

区　分

毎月勤労統計調査地方調査の説明

　
　二段抽出の方法による。
　１次抽出は、事業所・企業統計調査の調
査区を数個づつ統合して「毎勤第二種調査
区」とし、ここから抽出した約10調査区を
統計調査員が巡回し、「調査区内事業所名
簿」を作成する。
　２次抽出は、その名簿から常用労働者5～
29人規模事業所を選り抜き、産業別に所定
の抽出率で無作為に事業所を抽出してい
る。

抽出方法

第二種事業所調査第一種事業所調査

　常用労働者を常時30人以上雇用する事業
所
　
　事業主が調査票に記入して郵送又はオン
ラインにより提出する方式により行ってい
る。

　
　総務省統計局が行う事業所・企業統計調
査の結果に基づいて作成した事業所全数名
簿から産業、事業所規模別に所定の抽出率
で無作為に抽出している。指定後は、原則
として次の抽出替えまで継続して調査す
る。
　なお、事業所の新設等を調査結果に反映
させ、また、廃止事業所等の補充を行うた
め、毎年1月に追加指定を行っている。

　
　調査期間は原則として18か月である。事
業所の交替は、調査区を3組に分けて6か月
ごとに3分の1づつ交替する方式（ローテー
ション方式）で行っている。

調査期間

事業所
規　　模

　小規模事業所の事務負担を軽減するた
め、統計調査員が調査事業所の事業主に対
して質問し調査票を作成する方式又はオン
ラインにより提出する方法で行っている。

　
調査方法

　常用労働者を常時5人以上29人以下雇用す
る事業所

　
　調査期間は原則として3か年である。事
業所の交替は、事業所・企業統計調査の最
新の全数名簿を用いて抽出した事業所に一
斉に交替（抽出替え）している。
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　　５　調査・集計事項の定義

　（１）　調査事項の用語の説明は、次のとおりである。

第１　調査の項目

所 定 内 給 与

一 般 労 働 者

パートタイム労働者

所 定 内 労 働 時 間

所 定 外 労 働 時 間

出 勤 日 数

常 用 労 働 者

調査事項

現金給与総額

特 別 に 支 払 わ れ た
給 与

総 実 労 働 時 間

　事業所の就業規則等で定められた正規の始業時刻と就業時刻との間の実労働時間
数のことである。

　早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間数のことである。

　常用労働者のうち、「パートタイム」労働者でない者のことをいう。

　
　常用労働者のうち、次のいずれかに該当する労働者のことをいう。
　①　１日の所定時間が一般の労働者より短い者。
　②　１日の所定労働時間が一般の労働者と同じで１週間の所定労働時間が一般の
労働者よりも短い者。

　労働者が実際に出勤した日数のことである。事業所に出勤しない日は有給であっ
ても出勤にならないが、１日のうち１時間でも就業すれば出勤日となる。

　
  次のうち、いずれかに該当する労働者のことである。
　①　期間を定めずに、又は１か月を超える期間を定めて雇われている者。
　②　日々又は１か月以内の期間を定めて雇われている者のうち、調査期間の前２
か月にそれぞれ18日以上雇われている者
　［いわゆる正社員、正規従業員、パートタイム労働者（ごく短時間しか勤めない
人を除く）］
　なお、重役、理事などの役員でも、部長、工場長などのように、常時勤務して、
一般の労働者と同じ給与規則で毎月給与が支払われている者や、事業主の家族で
も、常時その事業所に勤務し、他の労働者と同じ給与規則で毎月給与が支払われて
いる者は、常用労働者に含める。

説 明

 　定期又は臨時に労働者の勤務成績、経営状態等に応じて支給され、その額があら
かじめ定められていないもの、又はあらかじめ支給条件・算定方法が定められてい
ても、その給与の算定が3か月を超える期間ごとに行われるものをいう。
　夏季・年末賞与、ベースアップが行われた場合の差額追給分、3か月ごとに支払わ
れる通勤手当、寒冷地手当、一時的突発的に支払われた結婚手当などが該当する。

   労働者が実際に労働した時間のことである。給与の算定の有無、理由の如何を問
わず、当該事業所の事業活動に従事していない時間は含めない。休憩時間は除かれ
るが、運輸関係労働者等のいわゆる手待時間は含める。本来の職務外として行われ
る宿日直の時間は含めない。
「総実労働時間」＝「所定内労働時間」＋「所定外労働時間」

　所得税、社会保険料、組合費、貯金、購買代金等を差し引く前の給与総額（税込
み）のことである。（実際の支払額（手取額）のことではない。）
現金給与総額＝「きまって支給する給与」＋「特別に支払われた給与」

　労働契約、団体協約あるいは事業所の給与規則等によってあらかじめ定められて
いる支給条件、算定方法によって支給される給与額のことである。

　 所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与額のことである。超過勤務
手当・時間外勤務手当・残業手当、休日出勤手当、深夜手当等である。宿日直手当
は、本来の職務外として行った場合は含めるが、守衛等、宿日直勤務が本来業務で
ある労働者に支払われる場合は該当しない。

　きまって支給する給与のうち、超過労働給与額以外のものをいう。

超 過 労 働 給 与

きまって支給する給与
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第２　　集計表の比率等

　　ア　パートタイム労働者比率

　　　　 パートタイム労働者比率とは、調査期間末の全常用労働者に占めるパートタイム労働者の割合を百分率

　　　化したものである。

　　イ　入職率、離職率

　　　　入職率とは、調査期間末に、採用、転勤等で入職（同一企業内の事業所間の異動も含まれる。）した常用

　　　労働者を、前月末常用労働者数で除して、百分率化したものである。

         離職率とは、調査期間末に、退職、転勤等で離職（同一企業内の事業所間の異動も含まれる。）した常用

　　　労働者を、前月末常用労働者数で除して、百分率化したものである。

　　ウ　賞　　　与

　　　　賞与とは、特別に支払われた給与のうち、一般に期末手当、ボーナスと呼ばれている給与のことである。

　　　　この調査では、６月～８月に賞与として支払われたものを夏季賞与として、11月～翌年１月に支払われた

　　　ものを年末賞与として、第一種事業所（規模　30人以上）を集計・公表している。

　　　　 なお、第二種事業所　（規模　５～29人）　の調査については、７月及び１月に調査区の３分の１を入れ換

　　　えるので、正確な賞与集計ができないため、事業所規模５人以上の集計は行っていない。

　　６　標本事業所の設計方法

　　　　　この調査は、総務省統計局が行う事業所・企業統計調査に基づく事業所名簿を母集団として調査事業

　　　所を抽出する標本調査である。

　　　　 標本は、産業大分類別（製造業、卸売・小売業及びサービス業は一部中分類）及び規模別（事業所規模

　　　５～29人、30～99人、100～499人及び500人以上）に層化された母集団から、各層ごとに設定された抽出率

　　　によって抽出される。なお、100～499人規模の事業所抽出率が１／１である産業については、500人以上

　　　規模と100～499人規模とを合わせて100人以上規模としている。

　　　　標本設計は、常用労働者一人平均月間きまって支給する給与の標本誤差率が、産業、事業所規模別に

　　　一定の範囲内となるように行っている。

　　　　なお、地方調査の調査事業所は、全国調査の標本に地方調査のみの標本を加えたものとなっている。

　　７　調査結果の算定

　　　　 事業所からの毎月の結果を集計して、産業、就業形態及び性別の労働者数、１人平均月間現金給与額、

　　　出勤日数及び労働時間数を推計した。推計の結果得られた数値は、５人以上の常用労働者を雇用する

　　　全事業所に対応するよう復元して算定した。

　　　（１）　産業及び規模別各種平均値の算定方法

　　　　　　 本調査結果のうち、産業、規模別１人平均月間現金給与額、実労働時間数及び出勤日数は、調査

　　　　　事業所の現金給与額、実労働時間数、延出勤日数の各々の合計を前月末及び本月末労働者数の合

　　　　　計の平均値で除して求めている。

　　　（２）　産業計及び規模計の各種平均値の算定方法

　　　　　　 産業計、規模計の各種平均値は、まず産業、規模別の調査事業所の現金給与額、実労働時間数

　　　　  及び出勤日数の各集計延数に推計比率（母集団労働者数÷前月末労働者数）を乗じて合計し、同様

　　　　　に推計した前月末推計労働者数と本月末推計労働者数との平均で除して求めている。

　　　（３）　推計労働者数の算定方法

　　　　　　 推計労働者数は、産業及び規模別、産業計及び規模計とも調査労働者数に推計比率を乗じ、母集

　　　　   団に復元して求めている。
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　　８　指数の算定

　　　　　この調査は、各調査結果の長期的な時系列比較を目的として、特定の年 （以下 「基準年」 という。）の

　　　 実数の平均 （以下 「基準数値」 という。） を100とする指数を作成している。指数は５年ごとに改訂しており、

        現在は平成12年を基準（平成12年＝100）としている。

        なお、平成19年から基準年を改訂しており、平成17年＝100としている。

　（１）　指数の算定方法

 　　　　各月の指数の計算式は次のとおりである。

　　　　 ①　名目指数　（賃金指数、労働時間指数、常用雇用指数）

　　　　 ②　実質賃金指数

 なお、年平均の指数は各年１月～12月の指数を単純平均したものであるが、実質賃金指数の年平均は

　　　名目賃金指数及び消費者物価指数のそれぞれについての年平均の比率で計算する。

       （注）　実質賃金指数は名目賃金指数を金沢市の消費者物価指数（持家の帰属家賃を除く総合）で除したものである。

　　　　　　   なお、年次平均（平成14年、15年、16年）は、４市平均（金沢市・七尾市・小松市・輪島市）の消費者物価指数（

　　　　　 持家の帰属家賃を除く総合）で除したものであり、17年からは金沢市の消費者物価指数を用いている。

　（２）　指数の改訂

　　　　 指数は、次の２つの事由で過去に遡って改訂する。

　　　　 ①　基準時更新

　　　　　　　指数は西暦年の末尾に０又は５のつく年を基準年としており、５年ごとに新たな指数作成年の平均を

　　　　　 100とした指数の改訂を行っている。

　　　　 ②　第一種事業所の抽出替えに伴う改訂　（ギャップ修正）

　　　　　　   この調査は、規模30人以上の事業所においては、おおむね３年ごとに標本事業所の抽出替えを行っ

　　　　　 ている。この抽出替え時には、従来の標本事業所による集計結果と、新たに抽出された標本事業所に

　　　　　 よる集計結果との間にギャップ（差異）が生じる。このため、新旧事業所を重複調査し、その集計結果の

　　　　　 ギャップを修正し、長期的な時系列の連続性を保つこととしている。

　　　　　　  直近では、平成16年１月分調査で第一種事業所の抽出替えを行った際、ギャップを修正し、過去に

　　　　   遡って指数を改訂している。

　　　　　　  なお、実数値については、ギャップ修正を行っていないので、時系列比較は指数により行うことが適

　　　　　切である。

 ×100
消費者物価指数　（金沢市の持家の帰属家賃を除く総合指数）

 実質賃金指数＝

　集計結果の実数

基 準 数 値
 名目指数＝

名　　目　　賃　　金　　指　　数

 ×100
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　　９　表章産業変更に伴う取扱い

毎月勤労統計調査における表章産業分類（日本標準産業大分類項目）の新旧対照

D 　鉱業 D 　鉱業

E 　建設業 E 　建設業

F 　製造業 F 　製造業

G 　電気・ガス・熱供給・水道業 G 　電気・ガス・熱供給・水道業

H 　運輸・通信業 H 　情報通信業

I 　卸売・小売業・飲食店 I 　運輸業

J 　金融・保険業 J 　卸売・小売業

K 　不動産業 K 　金融・保険業

L 　サービス業 L 　不動産業

M 　飲食店・宿泊業

N 　医療,福祉

O 　教育,学習支援業

P 　複合サービス事業

Q 　サービス業（他に分類されないもの）

旧産業大分類から新産業大分類への移動例

F製造業の「新聞業」、「出版業」はH情報通信業へ移動

H運輸・通信業の「電気通信業」はH情報通信業へ移動

　　　　〃　　　　  「郵便局」はP複合サービス事業へ移動

　　　　〃　　　　  「旅行業」はQサービス業（他に分類されないもの）へ移動

J金融・保険業の「証券業類似業（宝くじ売りさばき業、ゴルフ会員権買取販売業）」はQサービス業

　　　　　　　　　　（他に分類されないもの）へ移動

Lサービス業の「駐車場業」はL不動産業へ移動

　　　　〃　　　 「旅館、その他の宿泊業」はM飲食店･宿泊業へ移動

　　　　〃　　　 「医療業」　「保健衛生」　「社会保険」　「社会福祉」はN医療,福祉へ移動

　　　　〃　　　 「小学校」　「中学校」　「高等学校」　「高等教育機関」　「個人教授所」はO教育,学習

　　　　　　　　　支援業へ移動

　　　　〃　　　 「協同組合（他に分類されないもの）」はP複合サービス業へ移動

調査対象事業所が少ない産業の取扱い

（１）　調査対象事業所が少なく公表が困難なため、Ｄ鉱業については掲載せず、調査産業計に含めて算定している。

（２）　次の産業は、調査対象事業所が少ないため、それぞれ一括で算定している。

　　　　　Ｆ製造業の中で、Ｆ一括１：１３木材、１４家具

　　Ｆ一括２：１５パルプ・紙、１７化学、１８石油・石炭、１９プラスチック、２０ゴム、

２１なめしかわ、２３鉄鋼、２４非鉄金属、３２その他の製造業

　　Ｆ一括３：３０輸送用機器、３１精密機器

　　　　　Ｑサービス業の中で、Ｑ一括１：８０専門サービス業（他に分類されないもの）、８１学術・開発研究機関

　　Ｑ一括２：８２洗濯・理容・美容・浴場業、８３その他の生活関連サービス業、８４娯楽業、

　　 ９１政治・経済・文化団体、９２宗教、９３その他のサービス業
　　Ｑ一括３：８５廃棄物処理業、８６・８７自動車整備業、機械等修理業、８８物品賃貸業、

　　 ８９広告業、９０その他の事業サービス業

改定後　（新産業分類）　平成１７年１月から改訂従来　（旧産業分類）
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　　10　利用上の注意
　　　　（１）　毎月勤労統計調査では、平成17年１月調査分から、改訂後の日本標準産業分類（新
　　　　　　産業分類）に基づき集計している。
　　　　　　　 これに伴い、平成16年１月からの調査結果についても改訂後の日本標準産業分類で
　　　　　　再集計を行った。
　　　　　 　　したがって、平成16年12月までに公表した数値とは、実数比較はできない。
　　　　    　 なお、平成15年12月調査以前の調査結果と比較するには、注意を要する。
　　　　（２）　前年増減率については、抽出替えによるギャップ修正済指数又は実数を用いて計算
　　　　　 　しているので、実数比較に相違する場合がある。
　　　　（３）　調査産業計及び製造業の指数については、新旧産業分類の集計結果のずれをなくす
　 　　    　ように、接続を図っている。
　　　　（４）　統計表中の数値は、四捨五入してあるので、個々の数値の合計は必ずしも合計欄の数
　　　      値とは一致しない。
　　　　（５）　統計表に用いる符号
　　　　　　「0」、「0.0」………単位未満
　　　　　　「－」 ……………該当数値なし
　　　　　　「…」 ……………不詳または比較数値なし
　　　　　　「×」 ……………調査事業所が少ないため、掲載しない
　　　　　　「△」 ……………負数または減少
　      （６）　旧産業との接続の可否については次表のとおりです。

分類番号
TL 　調査産業計 △
E 　建設業 ◎
F 　製造業 △
G 　電気・ガス・熱供給・水道業 ◎
H 　情報通信業 ×
I 　運輸業 ×
J 　卸売・小売業 ×
K 　金融・保険業 ×
L 　不動産業 ×
M 　飲食店,　宿泊業 ×
N 　医療,　福祉 ×
O 　教育,　学習支援 ×
P 　複合サービス事業 ×
Q 　サービス業（他に分類されないもの） ×

F09,10 　食料品,　飲料・たばこ・飼料製造業 ×
F１１ 　繊維工業　（衣服、その他の繊維製品を除く） ◎
F１２ 　衣服・その他の繊維製品製造業 ◎
F１３ 　木材・木製品製造業　（家具を除く） ◎
F１４ 　家具・装飾品製造業 ◎
F１５ 　パルプ・紙・紙加工品製造業 ◎
F１６ 　印刷・同関連業 ×
F１７ 　化学工業 ◎
F１９ 　プラスチック製品製造業 ◎
F２２ 　窯業・土石製品製造業 ◎
F２３ 　鉄鋼業 ◎
F２４ 　非鉄金属製造業 ◎
F２５ 　金属製品製造業 ◎
F２６ 　一般機械器具製造業 ×
F２７ 　電気機械器具製造業 ×
F２８ 　情報通信機械器具製造業 ×
F２９ 　電子部品・デバイス製造業 ×
F３０ 　輸送用機械器具製造業 ◎
F３１ 　精密機械器具製造業 ◎
F３２ 　その他の製造業 ×

FS－１ 　F一括分　（製造業のうち、上記産業中表章されない産業の計） ×
J-1 　卸売業 ×
J-2 　小売業 ×

Q８０ 　専門サービス業　（他に分類されないもの） ×
Q８１ 　学術・開発研究機関 ◎
Q８４ 　娯楽業 ×

Q86,87 　自動車整備業、機械等修理業 ×
QS-1 　Q一括分　（サービス業 （Q） のうち、上記産業以外の産業の計） ×

旧産業との
接続の可否

表章産業接続表

　名　　　　称
新産業
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新産業分類に基づく集計結果等の取扱い

 「◎」印  実数  実数  実数
 集計結果

 指数  指数  指数

 前年比  前年比  前年比
 指数により算出

「△」印  実数  実数  実数
　  集計結果

 指数  指数  指数

 前年比  前年比  前年比
 指数により算出

「×」印  なし  実数  実数  実数
 再集計結果  再集計結果  再集計結果

 指数  指数  指数

 前年比  前年比  前年比
 なし  指数により算出

＊　「パートタイム労働者比率」　「入職率」　「離職率」は再集計結果をもとに算出していますので
　　実数をもとに計算した値と必ずしも一致しません。
＊　指数を作成する際には、平成14年１月分及び平成16年１月分に行った事業所の抽出替えに伴う
　　ギャップ等を修正しています。

区分

産業の範囲とし
ては厳密には接
続しないが接続
処理を行なう産
業

平成11年以前と
は接続する産業
がない産業

平成11年以前と
接続する産業

平成11年１2月分
以前

平成12年１月分～
平成12年12月分

平成13年１月分～
平成16年12月分

平成17年１月分
以降

 旧産業集計によ
る実数･指数･前
年比

 旧産業集計によ
る実数･指数･前
年比

 旧産業集計による
実数

旧産業集計による
実数

 再集計結果の12年
平均を基準数値と
して指数化

 再集計結果の12年
平均を基準数値と
して指数化

 再集計結果の12年
平均を基準数値と
して指数化

 旧産業集計による
前年比

 再集計結果の指数
により算出

 旧産業集計による
実数

旧産業集計による
実数

 再集計結果の12年
平均を基準数値と
して指数化

 再集計結果の12年
平均を基準数値と
して指数化

 再集計結果の12年
平均を基準数値と
して指数化

 旧産業集計による
前年比

 再集計結果の指数
により算出

 再集計結果の12年
平均を基準数値と
して指数化

 再集計結果の12年
平均を基準数値と
して指数化

 再集計結果の12年
平均を基準数値と
して指数化

 再集計結果の指数
により算出
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本県における平成18年平均の常用労働者（パートタイム労働者含む）の賃金、労働時間、雇用

の状況は、次のとおりである。

賃金では、一人平均月間現金給与総額は312,618円となり、前年比で4.6％の減少となった。

労働時間では、一人平均月間総実労働時間は155.2時間となり、前年比で0.8％の減少となった。

内訳を見ると、所定内労働時間が145.2時間、前年比1.0％減、所定外労働時間が10.0時間、前年

比2.0％増となった。

雇用では、推計常用労働者数は406,576人となり、前年比で1.3％の増加となった。

平成18年における常用労働者一人平均の月間現金給与総額は、312,618円となり、前年比4.6％減

（30人以上は357,028円、前年比0.6％減）となった。

このうち、「きまって支給する給与」（所定内給与＋超過労働給与）は、258,002円となり、前

年比4.2％減（30人以上は288,916円、前年比0.4％減）となった。

また、「特別に支払われた給与」（賞与等）は、月平均でみると54,616円、前年比6.7％減

（30人以上は68,112円、前年比1.2％減）となった。（表1）

現金給与総額を、物価変動（金沢市消費者物価指数 前年比0.8％増）を差し引いた実質でみると、

前年比6 1％減（30人以上は前年比2.2％減）となった。（図１，２）
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円 円 (％) 円 円 (％) 円 円 (％)

327,720 312,618 △ 4.6 269,209 258,002 △ 4.2 58,511 54,616 △ 6.7

356,910 332,120 △ 6.9 311,610 295,594 △ 5.1 45,300 36,526 △ 19.4

343,532 325,500 △ 5.2 283,128 266,568 △ 5.8 60,404 58,932 △ 2.4

563,565 578,912 2.7 424,445 439,405 3.5 139,120 139,507 0.3

362,827 376,060 3.6 290,389 296,112 2.0 72,438 79,948 10.4

274,362 346,125 26.2 246,368 295,272 19.8 27,994 50,854 81.7

279,821 249,990 △ 10.7 234,216 213,811 △ 8.7 45,605 36,179 △ 20.7

490,782 430,231 △ 12.3 364,089 334,070 △ 8.2 126,693 96,161 △ 24.1

282,292 295,118 4.5 232,317 225,009 △ 3.1 49,975 70,108 40.3

163,874 147,356 △ 10.1 152,723 136,216 △ 10.8 11,151 11,140 △ 0.1

359,155 351,991 △ 2.0 285,388 279,919 △ 1.9 73,767 72,072 △ 2.3

515,136 486,489 △ 5.6 383,645 366,359 △ 4.5 131,491 120,131 △ 8.6

350,841 345,505 △ 1.5 263,610 267,525 1.5 87,231 77,979 △ 10.6

304,062 290,215 △ 4.6 253,963 243,337 △ 4.2 50,099 46,878 △ 6.4

前年比 前年比 前年比平成１７年 平成１８年 平成１７年 平成１８年 平成１７年 平成１８年

飲 食 店 , 宿 泊 業

医 療 , 福 祉

教育,学習支援業

複合サービス事業

サ ー ビ ス 業

製 造 業

電気・ｶ ﾞ ｽ・熱供給・水道業

運 輸 業

情 報 通 信 業

不 動 産 業

特別に支払われた給与

調 査 産 業 計

卸 売 ・ 小 売 業

建 設 業

表１　産業別現金給与額（規模５人以上）

現  金  給  与  総  額

産　業　分　類

きまって支給する給与

金 融 ・ 保 険 業



次に、現金給与総額を産業別にみると、①電気・ガス・熱供給・水道業が578,912円と最も高く、

②教育,学習支援業、③金融・保険業の順となり昨年と変わらなかった。以下、④一般機械器具製

造業、⑤電子部品･デバイス製造業、⑥情報通信機械器具製造業の順となっている。

また、現金給与総額を男女別にみると、男390,459円に対し、女218,169円と男女間の賃金格差は

男100に対して女55.9となり、昨年（54.9）に比べやや縮小した。（表２）
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図１　現金給与総額の推移（規模５人以上）
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図２　　現金給与総額の推移（規模３０人以上）
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男 女 間 男 女 間

男 女 賃金格差 男 女 賃金格差

（男=100） （男=100）
円 円 円 円 円 円

312,618 390,459 218,169 55.9 258,002 320,365 182,067 56.8

332,120 360,213 193,920 53.8 295,594 321,918 176,191 54.7

325,500 408,403 191,702 46.9 266,568 328,547 164,461 50.1

578,912 610,372 388,375 63.6 439,405 463,839 291,685 62.9

376,060 466,637 215,621 46.2 296,112 359,367 182,452 50.8

346,125 361,232 197,910 54.8 295,272 306,856 182,774 59.6

249,990 353,286 161,170 45.6 213,811 297,051 142,006 47.8

430,231 597,953 273,044 45.7 334,070 458,090 389,123 84.9

295,118 397,353 238,378 60.0 225,009 319,318 180,393 56.5

147,356 196,077 107,274 54.7 136,216 176,766 102,561 58.0

351,991 484,634 317,858 65.6 279,919 389,956 251,637 64.5

486,489 576,902 400,319 69.4 366,359 432,948 302,723 69.9

345,505 400,773 259,553 64.8 267,525 309,355 202,586 65.5

290,215 356,896 178,892 50.1 243,337 295,024 157,007 53.2

　　　現  金  給  与  総  額 　　　きまって支給する給与

サ ー ビ ス 業

複 合 サ ー ビ ス 業

飲 食 店 , 宿 泊 業

医 療 , 福 祉

教 育 , 学 習 支 援業

不 動 産 業

情 報 通 信 業

運 輸 業

卸 売 ・ 小 売 業

金 融 ・ 保 険 業

調 査 産 業 計

産　業　分　類

表２　　産業別男女別現金給与額（規模５人以上）

製 造 業

電気・ｶ ﾞ ｽ ・熱供給 ・水 道業

建 設 業



平成18年の調査産業計の常用労働者1人平均月間総実労働時間は、規模5人以上で155.2時間、前

年比0.8％減（規模30人以上では162.9時間、前年比0.2％増）となった。

月間の労働時間を年換算すると、総実労働時間は1,862時間、前年比15時間減、（規模30人以上

では1,955時間、前年比5時間増）となった。

労働時間の内訳をみると、所定内労働時間は145.2時間、前年比1.0％減（規模30人以上では

149.8時間、前年比0.1％増）となった。また、所定外労働時間は10.0時間、前年比2.0％増（規模

30人以上では13.1時間、前年比2.3％増）となった。

なお、製造業の所定外労働時間は15.8時間、前年比3.7％減（規模30人以上では18.0時間、前年

比2.7％減）となった。

出勤日数は20.1日、前年差0.1日減（規模30人以上では20.2日、前年差0.0日）となった。

（表３，図３，４）
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日 日 日 時 時 ％ 時 時 ％ 時 時 ％

20.2 20.1 △ 0.1 156.4 155.2 △ 0.8 146.6 145.2 △ 1.0 9.8 10.0 2.0

21.5 21.6 0.1 169.8 172.4 1.5 162.1 163.2 0.7 7.7 9.2 19.5

20.2 20.1 △ 0.1 167.4 165.9 △ 0.9 151.0 150.2 △ 0.5 16.4 15.8 △ 3.7

19.0 19.0 0.0 162.5 164.3 1.1 148.4 148.9 0.3 14.1 15.4 9.2

19.5 19.7 0.2 156.3 154.4 △ 1.2 141.2 143.1 1.3 15.1 11.3 △ 25.2

21.5 21.1 △ 0.4 176.7 183.0 3.6 159.4 163.0 2.3 17.3 20.0 15.6

20.8 21.0 0.2 151.8 148.9 △ 1.9 145.6 142.9 △ 1.9 6.2 6.0 △ 3.2

19.4 19.6 0.2 151.8 151.8 0.0 143.6 143.2 △ 0.3 8.2 8.6 4.9

20.3 21.3 1.0 153.2 164.1 7.1 148.6 159.1 7.1 4.6 5.0 8.7

18.5 17.2 △ 1.3 132.7 115.8 △ 12.7 128.1 112.5 △ 12.2 4.6 3.3 △ 28.3

20.2 20.0 △ 0.2 154.3 154.0 △ 0.2 146.6 145.8 △ 0.5 7.7 8.2 6.5

18.8 19.1 0.3 146.9 147.4 0.3 140.1 141.7 1.1 6.8 5.7 △ 16.2

19.7 20.7 1.0 155.5 156.7 0.8 144.6 148.6 2.8 10.9 8.1 △ 25.7

19.5 19.6 0.1 150.1 153.8 2.5 141.4 142.2 0.6 8.7 11.6 33.3

　対前年増減率は抽出替えによるギャップ修正済指数又は実数により算出したので実数比較と相違する。

前年比平成１７年平成１８年前年比 前年比

所定外労働時間

前年差平成１７年 平成１７年 平成１８年

運 輸 業

卸 売 ・ 小 売 業

（注） 調査産業計には鉱業を含む。

金融 ・ 保 険業

サ ー ビ ス 業

電気・ｶ ﾞ ｽ ・熱供給 ・水 道業

調 査 産 業 計

総実労働時間

建　　　設　　　業

製　　　造　　　業

平成１８年 平成１７年 平成１８年

表３　　産業別出勤日数、実労働時間数（規模５人以上）

所定内労働時間出　勤　日　数

産　業　分　類

情 報 通 信 業

飲 食 店 , 宿 泊 業

医 療 , 福 祉

教 育 , 学 習 支 援業

複合サービス事業

不 動 産 業

図３　１人平均月間実労働時間の推移

（規模５人以上）
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図４　　１人平均月間実労働時間の推移

（規模30人以上）
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平成18年の調査産業計の推計常用労働者数は、規模5人以上では406,576人、前年比1.3％増（規

模30人以上では、225,078人、前年比4.0％増）となった。

産業別にみると、不動産業（12.0％増）、製造業（3.8％増）、運輸業（3.7％増）などが増加

し、逆に、情報通信業（4.1%減）、金融・保険業（3.6％減）などが減少した。（表4，図５）

また、労働異動率（入職率、離職率）は、平成18年平均で入職率1.86％、離職率1.76％となっ

た。(図６）

（注）平成17年から改訂後の産業分類により集計しているため、各産業分類の指数は算定していない。
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人 人 ％

4 0 1 , 2 3 9 4 0 6 , 5 7 6 1 . 3 9 7 . 8 9 9 . 1

3 1 , 4 8 7 3 1 , 1 0 6 △  1 . 2 7 9 . 1 7 8 . 1

8 2 , 1 7 8 8 5 , 3 3 3 3 . 8 8 5 . 0 8 8 . 2

1 , 8 5 5 1 , 8 5 8 0 . 2 6 8 . 6 6 8 . 7

1 3 , 2 2 0 1 2 , 6 8 0 △  4 . 1 ･ ･ ･ ･ ･ ･

2 2 , 9 8 0 2 3 , 8 3 1 3 . 7 ･ ･ ･ ･ ･ ･

8 7 , 2 4 2 8 8 , 8 2 0 1 . 8 ･ ･ ･ ･ ･ ･

1 4 , 5 4 9 1 4 , 0 2 1 △  3 . 6 ･ ･ ･ ･ ･ ･

1 , 8 1 3 2 , 0 3 1 1 2 . 0 ･ ･ ･ ･ ･ ･

3 0 , 5 8 2 3 0 , 7 2 4 0 . 5 ･ ･ ･ ･ ･ ･

4 2 , 9 9 8 4 3 , 2 1 4 0 . 5 ･ ･ ･ ･ ･ ･

2 4 , 0 5 2 2 4 , 4 7 4 1 . 8 ･ ･ ･ ･ ･ ･

6 , 2 3 5 6 , 1 4 6 △  1 . 4 ･ ･ ･ ･ ･ ･

4 1 , 7 4 4 4 2 , 1 8 3 1 . 1 ･ ･ ･ ･ ･ ･

雇 　 用 　 指 　 数

飲 食 店 , 宿 泊 業

調 査 産 業 計

（ 平 成 1 2 年 = 1 0 0 ）
推 計 常 用 労 働 者 数

産 　 業 　 分 　 類
平 成 １ ７ 年 平 成 １ ８ 年 平 成 １ ７ 年 平 成 １ ８ 年前 年 比

製 造 業

電 気 ・ ｶ ﾞ ｽ ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

運 輸 業

卸 売 ・ 小 売 業

金 融 ・ 保 険 業

サ ー ビ ス 業

不 動 産 業

情 報 通 信 業

医 療 , 福 祉

教 育 , 学 習 支 援 業

複 合 サ ー ビ ス 事 業

建 設 業

表 ４  産 業 別 推 計 常 用 労 働 者 数 及 び 雇 用 指 数 （ 規 模 ５ 人 以 上 ）

図 ５ 　雇 用 指 数 の 推 移

(規 模 3 0 人 以 上 )
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1 0 5
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指 数 平 成 1 2年 = 1 0 0

雇 用 指 数

図 ６ 　入 職 率 、離 職 率 ： １ 年 間 の 推 移

（ 規 模 ５ 人 以 上 ）
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